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第9章 環境影響評価項目に関する環境の保全のための措置 

環境影響評価の検討の過程において講ずることとした環境保全措置は本章に示すとおりであ

る。また、環境保全措置の検討にあたっては、以下に示す考え方を基本とした。 

(1)環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避又は低減することを優先するもの 

  とし、これらの検討結果を踏まえ、必要な場合に本事業の実施により損なわれる環境要素 

  の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための代償措置を検討する。 

(2)環境保全措置の実施時期、実施期間等は計画の熟度に対応し、関係機関と連携を取りつつ 

  適切に選定する。 

(3)環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて 

  いるか否かの検証等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、適切な措 

  置を講ずることとする。 
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第1節 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

9-1 大気環境 

9-1-1 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

(1) 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行並びに鉄

道施設（車両基地）の供用による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響を、事業者により実

行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-1(1) 大気環境（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

排出ガス対

策型建設機

械の稼働 

排出ガス対策型

建設機械を使用

することによ

り、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置や稼働を避

けることで、二

酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の

発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあ

たって、高負荷

運転の防止、ア

イドリングスト

ップの推進など

により、二酸化

窒素及び浮遊粒

子状物質の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-1-1(2) 大気環境（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

点検及び整

備による性

能維持 

適切な点検及び

整備により、建

設機械の性能を

維持すること

で、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

建設機械の稼働

を 小限に抑え

ることで、二酸

化窒素及び浮遊

粒子状物質の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検及び

整備による

性能維持 

適切な点検及び

整備により、資

材及び機械の運

搬に用いる車両

の性能を維持す

ることで、二酸

化窒素及び浮遊

粒子状物質の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行ルート

の変更や、法定

速度の遵守等を

行うことによ

り、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-1-1(3) 大気環境（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（車

両基

地）の

供用 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

省エネ型ボ

イラーの導

入 

省エネ型ボイラ

ーを導入するこ

とにより、二酸

化窒素及び浮遊

粒子状物質の発

生を低減でき

る。 

低減 ａ なし なし 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

排出ガス処

理施設の点

検及び整備

による性能

維持 

適切な点検及び

整備により、排

出ガス処理施設

を維持すること

で、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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(2) 粉じん等 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉

じん等の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-2 に示

す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-2(1) 大気環境（粉じん等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置や稼働を避

けることで、粉

じん等の発生を

低減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事現場の

清掃及び散

水 

工事現場の清掃

や散水を行うこ

とで、粉じん等

の発生を低減で

きる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

仮囲いの設

置 

仮囲いを設置す

ることで、粉じ

ん等の拡散を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

建設機械の稼働

を 小限に抑え

ることで、粉じ

ん等の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、粉じん等の

局地的な発生を

低減できる。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-1-2(2) 大気環境（粉じん等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

荷台への防

塵シート敷

設及び散水 

荷台に防塵シー

トを敷設すると

ともに散水する

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の出入り口

や周辺道路

の清掃及び

散水、タイ

ヤの洗浄 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の出入り口や

周辺道路の清掃

及び散水、タイ

ヤの洗浄を行う

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、粉

じん等の局地的

な発生を低減で

きる。 

低減 ａ なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-2 騒音 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行並びに鉄

道施設（換気施設）の供用、列車の走行（地下を走行する場合を除く。）による騒音の影響を、

事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-3 に示す環境保全措置の

検討を行った。 

 

表 9-1-3(1) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

騒
音
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

低騒音型建

設機械の採

用 

低騒音型建設機

械の採用によ

り、工事に伴う

騒音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

仮囲い・防

音シート等

の設置によ

る遮音対策

遮音による低減

効果が見込まれ

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置や稼働を避

けることで、騒

音の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあ

たって、高負荷

運転の防止、ア

イドリングスト

ップの推進等に

より、騒音の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により建設機

械の性能を維持

することで、騒

音の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-3(2)大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

騒
音
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、騒音の局地

的な発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整

備による性

能維持 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の適切な点

検・整備による

性能維持によ

り、発生する騒

音が低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両及び運行ルー

トの分散化や、

法定速度の遵守

等を行うことに

より、騒音の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、騒

音の局地的な発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（換

気施

設）の

供用 

発生量

の低減 

環境対策型

換気施設の

採用 

環境対策型の換

気施設の設置を

検討・採用する

ことにより、騒

音を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

騒音伝

搬の減

衰効果

の増大 

消音設備及

び多孔板の

設置 

換気施設に消音

設備、多孔板を

設置すること

で、換気施設の

稼働に伴い発生

する騒音を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-3(3)大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（換

気施

設）の

供用 

騒
音
の
発
生 

騒音伝

搬の減

衰効果

の増大 

換気ダクト

の曲がり部

の設置 

換気施設のダク

トに曲がり部を

設置することで

回折による減衰

効果により、騒

音を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

換気施設の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により換気施

設の性能を維持

することで、騒

音を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

列車の

走行

（地下

を走行

する場

合を除

く。） 

騒音伝

搬の減

衰効果

の増大 

防音壁、防

音防災フー

ドの設置 

防音壁又は防音

防災フードを設

置することによ

り、騒音を低減

することができ

る。 

低減 a なし 

防音防災フ

ード等を設

置すること

により、景

観・眺望の変

化や日照阻

害、電波障害

の影響が生

じる可能性

がある。 

発生量

の低減 

防音防災フ

ードの目地

の維持管理

の徹底 

防音防災フード

の目地の適切な

点検・整備を行

い、その性能を

維持すること

で、騒音の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

桁間の目地

の維持管理

の徹底 

桁間の目地の適

切な点検・整備

を行い、その性

能を維持するこ

とで、騒音の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-3(4)大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

列車の

走行

（地下

を走行

する場

合を除

く。） 

騒
音
の
発
生 

騒音伝

搬の減

衰効果

の増大 

防音壁の改

良 

吸音機能を備え

た防音壁の設置

や防音壁の嵩上

げを行うこと

で、騒音の発生

を低減すること

ができる。 

低減 a なし 

防音壁を嵩

上げするこ

とにより、景

観・眺望の変

化や日照阻

害、電波障害

の影響が生

じる可能性

がある。 

受音点

側の回

避・低

減 

個別家屋対

策 

家屋の防音工事

等を行うことに

より、騒音の障

害が低減し、環

境基準が達成さ

れた場合と同等

の家屋環境が保

持される。 

低減 a なし なし 

受音点

側の回

避・低

減 

沿線の土地

利用対策 

新幹線計画と整

合した公共施設

（道路、公園、

緑地等）を配置

する等の土地利

用対策を推進す

るよう関係機関

に協力を要請す

ることで、距離

減衰により住居

等における騒音

を低減すること

ができる。 

低減 b なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-3 振動 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行並びに鉄

道施設（換気施設）の供用、列車の走行による振動の影響を、事業者により実行可能な範囲

内で回避又は低減するために、表 9-1-4 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-4(1) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

低振動型建

設機械の採

用 

低振動型建設機

械の採用によ

り、工事に伴う

振動の発生を抑

制することがで

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置・稼働を避

けることで、振

動の発生を抑制

することができ

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

高負荷運転の防

止に努めること

で、振動の発生

を抑制すること

ができる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により建設機

械の性能を維持

することで、振

動の発生を抑制

することができ

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、振動の局地

的な発生を回避

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-4(2) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検及び

整備による

性能維持 

適切な点検・整

備により資材及

び機械の運搬に

用いる車両の性

能を維持するこ

とで、振動の発

生を抑制するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

及び運行ル

ートの分散 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行ルート

の更なる分散化

を行うことによ

り、車両の集中

による局地的な

振動の発生を防

止することがで

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、振

動の局地的な発

生を回避でき

る。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（換

気施

設）の

供用 

発生量

の低減 

環境対策型

換気施設の

採用 

環境対策型換気

施設を採用する

ことにより、振

動の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

振動伝

搬の減

衰効果

の増大 

防振装置の

設置 

換気施設内に防

振ゴムを設置す

る等の防振対策

を施すことによ

り、振動の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

換気施設の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により換気施

設の性能を維持

することで、振

動の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-4(3) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

列車の

走行

(地下

を走行

する場

合を除

く。) 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減 

桁支承部の

維持管理の

徹底 

桁支承部の適切

な点検・整備を

行い、その性能

を維持すること

で、振動の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

ガイドウェ

イの維持管

理の徹底 

ガイドウェイの

適切な点検・整

備を行い、その

性能を維持する

ことで、振動の

発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

供
用 

列車の

走行

(地下

を走行

する場

合に限

る。) 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減 

ガイドウェ

イの維持管

理の徹底 

ガイドウェイの

適切な点検・整

備を行い、その

性能を維持する

ことで、振動の

発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-4 微気圧波 

列車の走行による微気圧波の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減する

ために、表 9-1-5 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-5 大気環境（微気圧波）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

列車の

走行 

微
気
圧
波
の
発
生 

発生量

の低減 

緩衝工の設

置 

微気圧波対策が

必要な個所であ

るトンネルの坑

口及び防音防災

フードの両端部

に適切な延長の

緩衝工を設置す

ることにより、

微気圧波の発生

を低減すること

ができる。 

低減 a なし 

緩衝工を設

置すること

により、景

観・眺望の変

化、日照阻

害、電波障害

の影響が生

じる可能性

がある。 

発生量

の低減 

緩衝工の維

持管理 

適切な点検・整

備により緩衝工

の性能を維持す

ることで、微気

圧波の発生を低

減することがで

きる。 

低減 a なし なし 

微気圧

波伝搬

の減衰

効果の

増大 

多孔板の設

置 

多孔板を設置す

ることにより、

微気圧波を低減

することができ

る。 

低減 a なし なし 

微気圧

波伝搬

の減衰

効果の

増大 

多孔板の維

持管理 

適切な点検・整

備により多孔板

の性能を維持す

ることで、微気

圧波を低減する

ことができる。

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-5 低周波音 

鉄道施設（換気施設）の供用、列車の走行による振動の影響を、事業者により実行可能な

範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-6 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-6 大気環境（低周波音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（換

気施

設）の

供用 

低
周
波
音
の
発
生 

発生量

の低減 

環境対策型

換気施設の

採用 

環境対策型の換

気施設を設置す

ることで、低周

波音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

低周波

伝播の

減衰効

果の増

大 

消音設備・

多孔板の設

置 

換気施設に消音

設備、多孔板を

設置することで

低周波音を低減

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

換気施設の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により換気施

設の性能を維持

することで、低

周波音の発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2 水環境 

9-2-1 水質 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤードの設置）

並びに鉄道施設（駅、車両基地）の供用による水質の影響を、事業者により実行可能な範囲

内で回避又は低減するために、表 9-2-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-1(1) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生

する濁水は、必

要に応じて濁水

処理等の対策に

より、適切に処

理した上で排水

することで、公

共用水域への影

響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事に伴う改変

区域をできる限

り小さくするこ

とで、水の濁り

の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

仮締切工の

実施 

公共用水域内の

工事に際し止水

性の高い仮締切

工を行い、改変

により巻き上げ

られる浮遊物質

の周辺公共用水

域への流出を防

止することで、

水の濁りに係る

影響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(2) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

水路等の切

回しの実施

公共用水域内の

工事に際し、水

路等の切回しを

実施することに

より、改変によ

り巻き上げられ

る浮遊物質の周

辺公共用水域へ

の流出を防止す

ることで、水の

濁りに係る影響

を低減できる。

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

濁りを監視し、

処理状況を定期

的に確認するこ

とで、水質管理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

処理設備の

点検・整備

による性能

維持 

処理設備を設置

する場合は、適

切な点検・整備

による性能維持

により、工事排

水の適正処理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 

トンネ

ルの工

事 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

適切な処理

工事により発生

する濁水は濁水

処理等の対策に

より、適切に処

理した上で排水

することで、公

共用水域への影

響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

濁りを監視し、

処理状況を定期

的に確認するこ

とで水質管理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 

 



 

9-18 

表 9-2-1(3) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

トンネ

ルの工

事 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

処理設備の

点検・整備

による性能

維持 

処理設備を設置

する場合は、適

切な点検・整備

による性能維持

により、工事排

水の適正処理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生

する濁水は、必

要に応じて濁水

処理等の対策に

より、適切に処

理した上で排水

することで、公

共用水域への影

響を低減するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事に伴う改変

区域を必要 小

限とすること

で、水の濁りの

発生を低減する

ことができる。

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

濁りを監視し、

処理状況を定期

的に確認するこ

とで、水質管理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

処理設備の

点検・整備

による性能

維持 

処理設備を設置

する場合は、適

切な点検・整備

による性能維持

により、工事排

水の適正処理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(4) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

工事排水の

適切な処理

工事により発生

するアルカリ排

水は、処理設備

等の対策によ

り、必要に応じ

て法令等に基づ

く排水基準を踏

まえ、適切に処

理をして公共用

水域へ排水する

ことで、公共用

水域への影響を

低減することが

できる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

工事に伴う改変

区域をできる限

り小さくするこ

とで、水の汚れ

の発生を低減す

ることができ

る。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

仮締切工の

実施 

公共用水域内の

工事に際し止水

性の高い仮締切

工を行い、コン

クリート打設に

より発生するア

ルカリ排水の周

辺水域への流出

を防止すること

で、水の汚れに

係る影響を低減

することができ

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(5) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

水路等の切

回しの実施 

公共用水域内の

工事に際し水路

等の切回しを行

い、コンクリー

ト打設により発

生するアルカリ

排水の周辺公共

用水域への流出

を防止すること

で、水の汚れに

係る影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

汚れを監視し、

処理状況を定期

的に確認するこ

とで、水質管理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

処理設備の

点検・整備

による性能

維持 

処理設備を設置

する場合は、適

切な点検・整備

による性能維持

により、工事排

水の適正処理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(6) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

トンネ

ルの工

事 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

工事排水の

適切な処理

工事により発生

するアルカリ排

水、自然由来の

重金属汚染排

水、酸性化排水

は、処理設備等

の対策により、

必要に応じて法

令に基づく排水

基準を踏まえ、

適切に処理をし

て公共用水域へ

排水すること

で、公共用水域

への影響を低減

することができ

る。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

汚れを監視し、

処理状況を定期

的に確認するこ

とで、水質管理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

処理設備の

点検・整備

による性能

維持 

処理設備を設置

する場合は、適

切な点検・整備

による性能維持

により、工事排

水の適正処理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 

鉄道施

設（駅、

車両基

地）の

供用 

水の汚

れの低

減 

下水道への

排水 

下水道の利用が

可能な地域で

は、下水道へ排

水することで、

公共用水域への

影響を回避又は

低減することが

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 

 

 



 

9-22 

表 9-2-1(7) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

鉄道施

設（駅、

車両基

地）の

供用 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

鉄道施設か

らの排水の

適切な処理 

鉄道施設からの

排水は必要に応

じて処理設備設

置等の対策によ

り、法令等に基

づく排水基準に

適合するよう処

理した上で排水

することで、公

共用水域への影

響を低減するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

処理設備の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備による性能維

持により、排水

の適正処理を徹

底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

使用水量の

節約（節水） 

鉄道施設（駅、

車両基地）で使

用する水量を節

水することで、

排水量の削減に

つながり、公共

用水域への影響

を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2-2 水底の底質 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去）による水底の底質の影響を、事業者によ

り実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-2-2 に示す環境保全措置の検討を行っ

た。 

 

表 9-2-2 水環境（水底の底質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
底
の
底
質
の
変
化 

水底の

底質の

保全 

河川内工

事におけ

る工事排

水の適切

な処理 

河川内工事に

おける工事排

水は、必要に応

じて適切に処

理した上で排

水することで、

水底の底質の

改変に伴う河

川の水質への

影響を低減す

ることができ

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2-3 地下水 

工事の実施（トンネルの工事）、鉄道施設（トンネル）の存在又は鉄道施設（車両基地）の

供用による地下水の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 

9-2-3 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-3 水環境（地下水）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施
・
供
用 

トンネ

ルの工

事及び

鉄道施

設（ト

ンネ

ル）の

存在 

地
下
水
の
水
質
・
水
位
の
変
化 

地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

薬液注入工

法における

指針の順守 

薬液注入工法を

施 工 す る 際 は

「薬液注入工法

による建設工事

の施工に関する

暫定指針」（昭和

49 年 7 月、建設

省）に基づき適

切に実施するこ

とで地下水の水

質への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

適切な構造

及び工法の

採用 

地下水の水位の

低下を抑制する

ことにより、地

下水への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（車

両基

地）の

供用 

地
下
水
の
水
質
・
水
位
の
変
化 

地下水

位の低

下の低

減 

適切な揚水

位置や揚水

量の計画 

周辺の水利用調

査等を行い、で

きる限り影響が

生じないよう、

揚水位置や揚水

量を計画するこ

とで、地下水の

水位低下への影

響 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

地下水

位の低

下の低

減 

上水道から

の取水 

上水道から取水

を行うことで、

地下水の揚水量

を抑制し、地下

水の水位低下へ

の影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社    b：その他の者（自治体等） 
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9-2-4 水資源 

工事の実施（トンネルの工事）、鉄道施設（トンネル）の存在又は鉄道施設（車両基地）の

供用による水資源の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 

9-2-4 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-4(1) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

トン

ネル

の工

事及

び鉄

道施

設（ト

ンネ

ル）の

存在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

工事排水の

適切な処理

工事排水は必要

に応じて濁水処

理等の対策によ

り、適切に処理

した上で排水す

ることで、公共

用水域への影響

を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

工事排水の

監視 

工事排水の水質

を監視し、処理

状況を定期的に

確 認 す る こ と

で、水質管理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

処理設備の

点検・整備

による性能

維持 

処理設備を設置

する場合は、適

切な点検・整備

による性能維持

により、工事排

水の適正処理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

適切な構造

及び工法の

採用 

地下水の水位の

低下を抑制する

ことにより、地

下水への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-4(2) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

トン

ネル

の工

事及

び鉄

道施

設（ト

ンネ

ル）の

存在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

薬液注入工

法における

指針の順守 

薬液注入工法を

施 工 す る 際 は

「薬液注入工法

による建設工事

の施工に関する

暫定指針」（昭和

49 年 7 月、建設

省）に基づき適

切に実施するこ

とで地下水の水

質への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

地下水等の

監視 

工事着手前、工

事中、工事完了

後において、地

下水の水位等の

状況を定期的に

監視し把握する

ことで、地下水

位の低下等の変

状の兆候を早期

に発見し、対策

を実施すること

で影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

応急措置の

体制整備 

地下水等の監視

の状況から地下

水低下等の傾向

がみられた場合

に、速やかに給

水設備等を確保

する体制を整え

ることで、水資

源の断続的な利

用への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

代替水源の

確保 

水量の不足等重

要な水源の機能

を確保できなく

なった場合は、

代償措置として

水資源の周辺地

域において、そ

の他の水源を確

保することで。

水資源の利用へ

の影響を代償で

きる。 

代償 a なし なし 
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表 9-2-4(3) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

供
用 

鉄道

施設

（車

両基

地）の

供用 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

鉄道施設か

らの排水の

適切な処理 

鉄道施設からの

排水は必要に応

じて処理設備設

置等の対策によ

り、法令等に基

づく排水基準に

適合するよう処

理した上で排水

することで、公

共用水域への影

響を低減するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

処理設備の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備による性能維

持により、排水

の適正処理を徹

底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

下水道への

排水 

下水道の利用が

可 能 な 地 域 で

は、下水道へ排

水することで、

公共用水域への

影響を回避又は

低減することが

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

排水量の抑

制 

排水量を抑制す

ることで、公共

用水域への影響

を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

適切な揚水

位置や揚水

量の計画 

周辺の水利用調

査等を行い、で

きる限り影響が

生じないよう、

揚水位置や揚水

量を計画するこ

とで地下水の水

位に係る周辺の

水利用への影響

を低減できる。

低減 a なし なし 
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影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

上水道から

の取水 

上水道から取水

を行うことで、

地下水の揚水量

を抑制し、周辺

の水利用への影

響 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3 土壌環境・その他 

9-3-1 重要な地形及び地質 

工事の実施（工事施工ヤードの設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上

式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による重要な地形及び地質の影響を、事業

者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-1 に示す環境保全措置の検討

を行った。 

 

表 9-3-1 土壌環境（重要な地形及び地質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

重
要
な
地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な

地形及

び地質

への影

響の回

避・低

減 

地形の改変

をできる限

り小さくし

た工事施工

ヤードの配

置計画 

工事施工ヤード

の設置にあたっ

ては、地形の改

変をできる限り

小さくした配置

計画にすること

により、重要な

地形及び地質へ

の影響を回避で

きる。 

回避 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（ト

ンネ

ル、地

表式又

は掘割

式、嵩

上式、

駅、車

両基

地、換

気施

設、変

電施

設）の

存在 

重
要
な
地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な

地形及

び地質

への影

響の回

避・低

減 

地形の改変

をできる限

り小さくし

た鉄道施設

の配置計画 

地形の改変をで

きる限り小さく

した鉄道施設の

配置計画をする

ことで、重要な

地形及び地質へ

の影響を回避で

きる。 

回避 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 

 



 

9-31 

9-3-2 地盤沈下 

工事の実施（トンネルの工事）又は鉄道施設（車両基地）の供用による地盤沈下の影響を、

事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-2 に示す環境保全措置の

検討を行った。 

 

表 9-3-2 土壌環境（地盤沈下）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

トンネ

ルの工

事 

地
盤
沈
下
の
発
生

地盤沈

下の回

避・低

減 

適切な構造

及び工法の

採用 

地山の安定を確

保することによ

り地盤沈下の影

響を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（車

両基

地）の

供用 

地
盤
沈
下
の
発
生 

地盤沈

下の回

避・低

減 

適切な揚水

位置や揚水

量の計画 

地下水の水位低

下を抑制するこ

とにより地盤沈

下の影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

地盤沈

下の回

避・低

減 

上水道から

の取水 

地下水の水位低

下を抑制するこ

とにより地盤沈

下の影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-3 土壌汚染 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）による土壌汚染の影響

を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-3 に示す環境保全措

置の検討を行った。 

表 9-3-3(1) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施
・
供
用 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚

染の回

避 

有害物質の

有無の確認

と汚染土壌

の適切な処

理 

汚染のおそれが

ある土壌に遭遇

した場合は、有

害物質の有無を

確認する。土壌

汚染が明らかに

なった際には、

関連法令等に基

づ き 適 切 に 処

理、処分するこ

とで、土壌汚染

を回避できる。

回避 a なし なし 

土壌汚

染の回

避 

薬液注入工

法における

指針の順守 

薬液注入工法を

施 工 す る 際 は

「薬液注入工法

による建設工事

の施工に関する

暫定指針」（昭和

49 年 7 月、建設

省）に基づき実

施することで、

土壌汚染を回避

できる。 

回避 a なし なし 

トンネ

ルの工

事 

土壌汚

染の回

避 

発生土に含

まれる重金

属等の定期

的な調査 

発生土に含まれ

る重金属等の有

無を定期的に確

認し、指定基準

に適合しない発

生土及び酸性化

のおそれのある

発生土は、選別

して適切な現場

管理を行うとと

もに、関連法令

等 に 基 づ き 処

理、処分するこ

とで、土壌汚染

を回避できる。

回避 a なし なし 
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表 9-3-3(2) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施
・
供
用 

トンネ

ルの工

事 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚

染の回

避 

仮置場にお

ける発生土

の適切な管

理 

発生土の仮置き

場に屋根、側溝、

シート覆いを設

置する等、発生

土を適切に管理

することで、重

金属等の有無を

確認するまでの

間の雨水等によ

る重金属等の流

出を防止するこ

とで、土壌汚染

を回避できる。

回避 a なし なし 

土壌汚

染の回

避 

工事排水の

適切な処理

処理設備により

工事排水を適切

に処理した上で

排 水 す る こ と

で、土壌汚染を

回避できる。 

回避 a なし なし 

土壌汚

染の回

避 

薬液注入工

法における

指針の順守

薬液注入工法を

施 工 す る 際 は

「薬液注入工法

による建設工事

の施工に関する

暫定指針」に基

づき実施するこ

とで、土壌汚染

を回避できる。

回避 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-4 日照阻害 

鉄道施設（嵩上式、駅、車両基地、換気施設）の存在による日照阻害の影響を、事業者に

より実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-4 に示す環境保全措置の検討を行

った。 

 

表 9-3-4 その他（日照阻害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（嵩

上式、

駅、車

両基

地、換

気施

設）の

存在 

日
照
阻
害
の
発
生 

日照阻

害の発

生の低

減 

鉄道施設

（嵩上式、

地上駅）の

構造物の形

式・配置等

の工夫 

鉄道施設（嵩上

式、地上駅）の

構造物の形式・

配置等の工夫又

は防音防災フー

ド区間を短くす

ることにより、

桁下空間の確保

又は構造物高さ

の低減を行うこ

とで、日照阻害

を回避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

日照阻

害の発

生の低

減 

鉄道施設

（車両基

地、換気施

設）の配置

等の工夫 

鉄道施設（車両

基地、換気施設）

の配置等の工夫

により保全施設

等との距離を確

保することで、

日照阻害を回避

又 は 低 減 で き

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-5 電波障害 

鉄道施設（嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による電波障害の影響を、

事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-5 に示す環境保全措置の

検討を行った。 

 

表 9-3-5(1) その他（電波障害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（嵩

上式、

駅、車

両基

地、換

気施

設、変

電施

設）の

存在 

電
波
障
害
の
発
生 

電波障

害の発

生の低

減 

鉄道施設

（車両基

地、換気施

設、変電施

設）の配置

等の工夫 

鉄道施設（車両

基地、換気施設、

変電施設）の配

置や形状等の工

夫により、電波

障害の影響を回

避できる。 

回避 a なし なし 

電波障

害の発

生の低

減 

鉄道施設

（嵩上式、

地上駅）の

構造物の形

式・配置等

の工夫 

鉄道施設（嵩上

式、地上駅）の

構造物の形式・

配置等の工夫で

桁高の検討や桁

下の空間を確保

することによ

り、電波障害の

影響を回避でき

る。 

回避 a なし なし 

発生時

の対応 

共同受信施

設の設置 

共同受信施設の

設置より、電波

障害の影響を回

避できる。 

回避 a なし なし 

発生時

の対応 

個別受信施

設の設置 

個別受信施設の

設置により、電

波障害の影響を

回避できる。 

回避 a なし なし 

発生時

の対応 

受信施設の

移設又は改

良 

受信施設の移設

又は改良によ

り、電波障害の

影響を回避でき

る。 

回避 a なし なし 

発生時

の対応 

有線テレビ

ジョン放送

の活用 

有線テレビジョ

ン放送の活用に

より、電波障害

の影響を回避で

きる。 

回避 a なし なし 
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表 9-3-5(2) その他（電波障害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（嵩

上式、

駅、車

両基

地、換

気施

設、変

電施

設）の

存在 

電
波
障
害
の
発
生 

発生時

の対応 

指針等に基

づく改善策

の実施 

「公共施設の設

置に起因するテ

レビジョン電波

受信障害により

生じる損害等に

係る費用負担に

ついて（昭和 54

年 10 月 12 日、

建設省計用発第

35 号、 近改正

平成15年7月11

日、国土交通省

国総国調第 47

号）」等に基づ

き、改善策を適

切に実施するこ

とにより、電波

障害の影響を代

償できる。 

代償 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-6 文化財 

鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）

の存在による文化財の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、

表 9-3-6 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-6 その他（文化財）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（ト

ンネ

ル、地

表式又

は掘割

式、嵩

上式、

駅、車

両基

地、換

気施

設、変

電施

設）の

存在 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

改変区域を

できる限り

小さくする

工事の施工範囲

をできる限り小

さくすることに

より、文化財へ

の影響を回避又

は低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

適切な構造

及び工法の

採用 

適切な構造、工

法等を検討し、

採用することで

文化財への影響

を回避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

試掘・確認

調査及び発

掘調査の実

施 

事前に埋蔵文化

財の範囲や性格

等 を 明 ら か に

し、自治体など

関係箇所との調

整 や 届 出 を 行

い、試掘・確認

調査を実施した

うえで、必要に

より記録保存の

ための発掘調査

を実施すること

で影響を回避又

は低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

遺跡の発見

に関する届

出及び関係

機構との協

議・対処 

法令に基づき、

必要な届出を実

施し、適切に対

処することで文

化財への影響を

回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-7 磁界 

列車の走行（地下を走行する場合を除く。）による磁界は「特殊鉄道に関する技術上の基準

を定める告示の解釈基準」（平成 24 年 8 月 1 日国鉄技第 42 号の国土交通省通達により一部改

正）に基づく基準値よりも十分小さく、事業者により実行可能な範囲内で磁界の影響を回避

又は低減していることから、特段の環境保全措置は行わないこととした。 
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9-4 動物・植物・生態系 

9-4-1 動物 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、切土工等又は既

存の工作物の除去、トンネルの工事又は工事施工ヤードの設置）及び鉄道施設（トンネル、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による動物の影響

を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-4-1 に示す環境保全措

置の検討を行った。 

 

表 9-4-1(1) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

保全対象

種全般 
地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の生息地

の全体又

は一部を

回避 

重要な種の

生息地の全

体又は一部

を回避する

ことで、影響

を回避又は

低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対象

種全般 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする 

生息環境の

改変をでき

る限り小さ

くすること

で、重要な種

への影響を

回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対象

種全般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

資材運搬

等の適切

化 

車両の運行

ルートや配

車計画を適

切に行うこ

とにより動

物全般への

影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-4-1(2) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

ハチクマ、

サシバ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避、

低減 

代替巣等

の設置 

鳥類等の繁

殖活動への

影響を代償

できる。 

代償 a あり なし 

コガム

シ、マツ

カサガイ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の移植 

重要な種の

生息環境や

個体への影

響を代償で

きる。 

代償 a あり なし 

コガム

シ、マツ

カサガイ 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

汚濁処理

施設及び

仮設沈砂

池の設置 

汚濁水の発

生が抑えら

れることで、

魚類等の生

息環境への

影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-4-1(3) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

ハチクマ、

オオタカ、

サシバ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

防音シー

ト、防音

扉、低騒

音・低振

動型の建

設機械の

採用 

防音シート、

防音扉、低騒

音・低振動型

の建設機械

の採用によ

り、騒音、振

動の発生が

抑えらえる

ことで、鳥類

等の生息環

境への影響

を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

コガムシ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

照明の漏

れ出しの

抑制 

走光性の昆

虫類などへ

の影響を回

避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

ハチクマ、

オオタカ、

サシバ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

コンディ

ショニン

グの実施 

段階的に施

工規模を大

きくし、徐々

に工事に伴

う騒音等に

慣れさせる

こと等によ

り、猛禽類等

の重要な種

への影響を

低減できる。

低減 a あり なし 
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表 9-4-1(4) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

保全対象

種全般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導 

不用意な林

内への立ち

入りやゴミ

捨ての禁止

などについ

て工事従事

者に指導す

ることで、人

為的な撹乱

による影響

を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-4-2 植物 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤードの設置）

又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）

の存在による植物の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 

9-4-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-4-2(1) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

サクラバ

ハンノキ、

カザグル

マ、ハナノ

キ、ミズマ

ツバ、ミズ

トラノオ、

ミミカキ

グサ、キキ

ョウ、クロ

ホシクサ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の生育環

境の全体

または一

部を回避 

重要な種の

生育環境の

全体又は一

部を回避す

ることで、影

響を回避又

は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対象

種全般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする 

生育環境の

改変をでき

る限り小さ

くすること

で、重要な種

への影響を

回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-4-2(2) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

ミミカキ

グサ、キ

キョウ、

クロホシ

クサ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の生育環

境の創出 

重要な種の

生育環境を

創出するこ

とにより、重

要な種の生

育環境を代

償できる。 

代償 a あり なし 

サクラバ

ハンノ

キ、カザ

グルマ、

ハナノ

キ、ミズ

マツバ、

イブキボ

ウフウ、

スズサイ

コ、ミズ

トラノ

オ、ミミ

カキグ

サ、ホザ

キノミミ

カキグ

サ、キキ

ョウ、ク

ロホシク

サ、ヒメ

コヌカグ

サ、キン

ラン 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の移植・

播種 

重要な種を

移植・播種す

ることで、種

の消失によ

る影響を代

償できる。 

代償 a あり なし 
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表 9-4-2(3) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

サクラバ

ハンノキ、

カザグル

マ、ハナノ

キ、ミズマ

ツバ、ミズ

トラノオ、

ミミカキ

グサ、ホザ

キノミミ

カキグサ、

クロホシ

クサ、ヒメ

コヌカグ

サ 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

汚濁処理

施設及び

仮設沈砂

池の設置 

汚濁処理施

設及び仮設

沈砂池の設

置により汚

濁水の発生

が抑えられ、

また、排水の

水温を下げ

ることで、水

辺の植物等

の生育環境

への影響を

低減できる。

低減 a なし なし 

工
事
の
実
施
・
供
用 

保全対象

種全般 

工
事
に
伴
う
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

育環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導 

工事区域外

への不必要

な立ち入り

等を制限す

ることで、踏

みつけ等に

よる重要な

種への影響

を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-4-3 生態系 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、切土工等又は既

存の工作物の除去、トンネルの工事又は工事施工ヤードの設置）及び鉄道施設（トンネル、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による動物の影響

を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-4-3 に示す環境保全措

置の検討を行った。 

 

表 9-4-3(1) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

保全対象

種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小

地表改

変によ

る生

息・生

育地の

消失等

の回

避、低

減 

注目種等

の生息・

生育地の

全体又は

一部を回

避 

注目種等の

生息・生育

地の全体又

は一部を回

避すること

で、注目種

等生息・生

育地への影

響を回避又

は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対象

種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小

地表改

変によ

る生

息・生

育地の

消失等

の回

避、低

減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする 

注目種等の

生息・生育

環境の改変

をできる限

り小さくす

ることで、

注目種等の

生息・生育

環境への影

響を回避又

は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息・生

育環境

への影

響の低

減 

資材運搬

等の適切

化 

車両の運行

ルートや配

車計画を適

切に行うこ

とにより動

物全般への

影響を低減

できる 

低減 a なし なし 
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表 9-4-3(2) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

オオタカ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

防音シー

ト、防音

扉、低騒

音・低振

動型の建

設機械の

採用 

防 音 シ ー

ト、防音扉、

低騒音・低

振動型の建

設機械の採

用により、

騒音、振動

の発生が抑

えられるこ

とで、鳥類

等の生息環

境への影響

を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

保全対象

種 

地
表
改
変
に
よ
る
生

育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の移植・

播種 

重要な種を

移植・播種

す る こ と

で、種の消

失による影

響を代償で

きる。 

代償 a あり なし 

保全対象

種 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

汚濁処理

施設及び

仮設沈砂

池の設置 

汚濁処理施

設及び仮設

沈砂池の設

置により汚

濁水の発生

が 抑 え ら

れ、また、

排水の水温

を下げるこ

とで、水辺

の植物等の

生育環境へ

の影響を低

減できる。

低減 a なし なし 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息

環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

照明の漏

れ出しの

抑制 

走光性の昆

虫類などへ

の影響を低

減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-4-3(3) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

オオタカ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

コンディ

ショニン

グの実施 

段階的に施

工規模を大

き く し 、

徐々に工事

に伴う騒音

等に慣れさ

せること等

により、猛

禽類等の重

要な種への

影響を低減

できる。 

低減 a あり なし 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導 

不用意な林

内への立ち

入りやゴミ

捨ての禁止

等について

工事従事者

に指導する

ことで、人

為的な攪乱

による影響

を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-5 人と自然との触れ合い 

9-5-1 景観 

鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設）の存在によ

る景観の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-5-1 に示

す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-5-1 人と自然との触れ合い（景観）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（地

表式又

は掘割

式、嵩

上式、

駅、車

両基

地、換

気施

設）の

存在 

景
観
へ
の
影
響 

景観等

への影

響の回

避、低

減 

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域を 適

化することで、

景観等への影響

を回避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

景観等

への影

響の回

避、低

減 

構造物の形

状の配慮 

構造物の形状の

配慮により、周

辺の自然、農村、

市街地景観との

調和を図り、景

観等への影響を

低減できる。ま

た、景観の有識

者による検討会

を実施し、橋梁

構造形式等の検

討結果として、

橋脚計画位置の

配慮により景観

等への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-5-2 人と自然との触れ合いの活動の場 

鉄道施設（地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地）の存在による人と自然との触れ合

いの活動の場の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-5-2

に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-5-2 人と自然との触れ合い（人と自然との触れ合いの活動の場）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（地

表式又

は掘割

式、嵩

上式、

駅、車

両基

地）の

存在 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自

然との

触れ合

い活動

の場へ

の影響

の回

避・低

減 

鉄道施設の

設置位置、

構造への配

慮 

鉄道施設の設置

位置、構造形式

に配慮すること

で、改変による

利用性への影響

を回避又は低減

することができ

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

人と自

然との

触れ合

い活動

の場へ

の影響

の回

避・低

減 

鉄道施設の

形状等の工

夫による周

辺景観への

調和の配慮 

鉄道施設の周辺

景観への調和の

配 慮 す る こ と

で、快適性への

影響を低減する

ことができる。

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-6 環境への負荷 

9-6-1 廃棄物等 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）又は鉄道施設（駅、車

両基地）の供用による廃棄物等の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減す

るために、表 9-6-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-6-1(1) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施
・
供
用 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

建
設
工
事
に
よ
る
副
産
物
の
発
生 

発生量

の低減 

建設発生土

の再利用 

事業内及び事業

外での再利用に

努めることで、

建設工事に伴う

副産物の発生量

を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

建設汚泥の

脱水処理 

脱水処理により

減量化を図るこ

とで、建設工事

に伴う副産物の

発生量を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

副産物の分

別・再資源

化 

場内で細かく分

別し再資源化に

努めることで、

建設工事に伴う

副産物の発生量

を低減できる。

低減 a なし なし 

トンネ

ルの工

事 

発生量

の低減 

建設発生土

の再利用 

事業内及び事業

外での再利用に

努めることで、

建設工事に伴う

副産物の発生量

を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

建設汚泥の

脱水処理 

脱水処理により

減量化を図るこ

とで、建設工事

に伴う副産物の

発生量を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

副産物の分

別・再資源

化 

場内で細かく分

別し再資源化に

努めることで、

建設工事に伴う

副産物の発生量

を低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-6-1(2) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施
・
供
用 

鉄道施

設（駅、

車両基

地）の

供用 

鉄
道
施
設
（
駅
、
車
両
基
地
）
の
供
用
に
よ
る
廃
棄
物
等
の
発
生 

発生量

の削減

廃棄物等の

分別・再資

源化 

分別回収施設の

設置や利用者へ

の周知を行い、

分別・再資源化

の徹底を図るこ

とで、鉄道施設

の供用による廃

棄物の発生量を

低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減

廃棄物等の

処理、処分

の円滑化 

廃棄物保管場所

の適切な配置に

よる廃棄物の処

理、処分の円滑

化 を 図 る こ と

で、分別・再資

源化や適正処理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-6-2 温室効果ガス 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の通行）又は鉄道施設（駅、

車両基地、換気施設）の供用による廃棄物等の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回

避又は低減するために、表 9-6-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-6-2(1) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事の

実施

（建設

機械の

稼働及

び資材

及び機

械の運

搬に用

いる車

両の運

行） 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量

の低減 

高効率の建

設機械の選

定 

高効率の建設機

械 の 採 用 に よ

り、温室効果ガ

スの排出量を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

高負荷運転

の抑制 

建設機械の高負

荷運転を抑制す

ることにより、

温室効果ガスの

排出量を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置や稼働を避

けることで、温

室効果ガスの排

出量を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

建設機械の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により建設機

械の性能を維持

することで、温

室効果ガスの排

出量を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整

備による性

能維持 

適切な点検・整

備により資材及

び機械の運搬に

用いる車両の性

能を維持するこ

とで、温室効果

ガスの排出量を

低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-6-2(2) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事の

実施

（建設

機械の

稼働及

び資材

及び機

械の運

搬に用

いる車

両の運

行） 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量

の低減 

低燃費車種

の選定、積

載の効率

化、運搬計

画の合理化

による運搬

距離の 適

化 

低燃費車種の選

定、積載の効率

化、合理的な運

搬計画の策定に

よる運搬距離の

適 化 等 に よ

り、温室効果ガ

スの排出量を低

減できる。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（駅、

車両基

地、換

気施

設）の

供用 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量

の低減 

省エネルギ

ー型製品の

導入 

省エネルギー型

製品の導入によ

り、温室効果ガ

スの排出量を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

温室効果ガ

スの排出抑

制に留意し

た施設の整

備及び管理 

温室効果ガスの

排出抑制に留意

した施設の整備

や管理を行うこ

とにより、温室

効果ガスの排出

量 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

設備機器の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により設備機

器の性能を維持

することで、温

室効果ガスの排

出量を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-6-2(3) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

供
用 

鉄道施

設（駅、

車両基

地、換

気施

設）の

供用 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量

の低減 

鉄道施設

（車両基

地）の緑

化・植栽 

鉄道施設（車両

基地）に緑化・

植栽をすること

で、植物による

温室効果ガスの

吸収により、温

室効果ガスの排

出量を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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第2節 具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難な付帯施設に関す 

る環境保全措置 

本準備書において具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難かつ環境影響の大

きい付帯施設（発生土置き場等）に関する環境保全措置は、以下に示すとおりである。 

 

表 9-7-1(1) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の不

確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

排出ガス対

策型建設機

械の稼働 

排出ガス対策型

建設機械を使用

す る こ と に よ

り、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置、及び稼働

を 避 け る こ と

で、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあ
たって、高負荷
運転の防止、ア
イドリングスト
ップの推進等に
より、二酸化窒
素及び浮遊粒子
状物質の発生を
低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

建設機械の

点検及び整

備による性

能維持 

適切な点検及び

整備により、建

設機械の性能を

維 持 す る こ と

で、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-1(2) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

建設機械の稼働

を 小限に抑え

ることで、二酸

化窒素及び浮遊

粒子状物質の発

生 を 低 減 で き

る。 

低減 ａ なし なし 

工
事
の
実
施 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検及び

整備による

性能維持 

適切な点検及び

整備により、資

材及び機械の運

搬に用いる車両

の性能を維持す

ることで、二酸

化窒素及び浮遊

粒子状物質の発

生 を 低 減 で き

る。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行ルート

の変更及び法定

速度の遵守等を

行 う こ と に よ

り、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-7-1(3) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置及び稼働を

避けることで、

粉じん等の発生

を低減できる。

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事現場の

清掃及び散

水 

工事現場の清掃

及び散水を行う

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

仮囲いの設

置 

仮囲いを設置す

ることで、粉じ

ん等の拡散を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

建設機械の稼働

を 小限に抑え

ることで、粉じ

ん等の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、粉じん等の

局地的な発生を

低減できる。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-7-1(4) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

荷台への防

塵シート敷

設及び散水

荷台に防塵シー

トを敷設すると

ともに散水する

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の出入り口

や周辺道路

の清掃及び

散水、タイ

ヤの洗浄 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の出入り口や

周辺道路の清掃

及び散水、タイ

ヤの洗浄を行う

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、粉

じん等の局地的

な発生を低減で

きる。 

低減 ａ なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-2(1) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【騒音】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

騒
音
の
発
生 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

低騒音型建

設機械の採

用 

低騒音型建設機

械 の 採 用 に よ

り、工事に伴う

騒音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

仮囲い・防
音シート等
の設置によ
る遮音対策 

遮音による低減

効果が見込まれ

る。 
低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事規模に
合わせた建
設機械の設
定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置や稼働を避

けることで、騒

音の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

建設機械の
使用時にお
ける配慮 

工事の実施にあ

たって、高負荷

運転の防止、ア

イドリングスト

ップの推進等に

より、騒音の発

生 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

建設機械の
点検・整備
による性能
維持 

適切な点検・整

備により建設機

械の性能を維持

することで、騒

音の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事の平準
化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、騒音の局地

的な発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

 



 

9-61 

表 9-7-2(2) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【騒音】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

騒
音
の
発
生 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整

備による性

能維持 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両 の 適 切 な 点

検・整備による

性 能 維 持 に よ

り、発生する騒

音 が 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両及び運行ルー

トの分散化、法

定速度の遵守等

を行うことによ

り、騒音の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、騒

音の局地的な発

生 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-3(1) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【振動】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

振
動
の
発
生 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

低振動型建

設機械の採

用 

低振動型建設機

械 の 採 用 に よ

り、必要以上の

建 設 機 械 の 配

置、稼働を避け

ることで、振動

の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置・稼働を避

けることで、振

動の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

建設機械の使用

にあたり、高負

荷運転の防止、

アイドリングス

トップの推進等

により、振動の

発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

建設機械の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により建設機

械の性能を維持

することで、振

動の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、振動の局地

的な発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-3(2) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【振動】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

振
動
の
発
生 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整

備による性

能維持 

適切な点検・整

備により資材及

び機械の運搬に

用いる車両の性

能を維持するこ

とで、振動の発

生を抑制するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

及び運行ル

ートの分散

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行ルート

の分散化を行う

ことにより、車

両の集中による

局地的な振動の

発生を防止する

ことができる。

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、振

動の局地的な発

生 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-4(1) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【水質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生

する濁水は必要

に応じて濁水処

理等の対策によ

り、適切に処理

したうえで排水

することで、公

共用水域への影

響 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事に伴う改変

区域をできる限

り小さくするこ

とで、水の濁り

の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

仮締切工の

実施 

公共用水域内の

工事に際し止水

性の高い仮締切

工を行い、改変

により巻き上げ

られる浮遊物質

の周辺公共用水

域への流出を防

止することで、

水の濁りに係る

影響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

水路等の切

回しの実施 

公共用水域内の

工事に際し水路

等の切回しを実

施することによ

り、改変により

巻き上げられる

浮遊物質の周辺

公共用水域への

流出を防止する

ことで、水の濁

りに係る影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

濁りを監視し、

処理状況を定期

的に確認するこ

とで、水質管理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-4(2) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【水質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

処理施設の

点検・整備

による性能

維持 

処理施設を設置

する場合は、適

切な点検・整備

による性能維持

により、工事排

水の適正処理を

徹底することが

できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-5 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【重要な地形及び地質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

重
要
な
地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な

地形及

び地質

への影

響の低

減 

地形の改変

をできる限

り小さくし

た工事施工

ヤードの配

置計画 

工事施工ヤード

の設置に際し、

地形の改変をで

きる限り小さく

する配置計画と

することで、重

要な地形及び地

質への影響を回

避又は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

重要な

地形及

び地質

への影

響の低

減 

地形の改変

をできる限

り小さくす

る工法又は

構造の採用 

地形の改変をで

きる限り小さく

するための工法

又は構造を採用

することで、重

要な地形及び地

質の影響を回避

できる。 

回避 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-6 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【文化財】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

適切な構造
及び工法の
採用 

適切な構造、工

法等を検討し、

採用することで

文化財への影響

を回避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

試掘・確認
調査及び発
掘調査の実
施 

事前に埋蔵文化

財の範囲や性格

等 を 明 ら か に

し、自治体など

関係箇所との調

整 や 届 出 を 行

い、試掘・確認

調査を実施した

うえで、必要に

より記録保存の

ための発掘調査

を実施すること

で影響を回避又

は低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-7(1) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素

への

影響

工
事
の
実
施 

建 設 機

械 の 稼

働、 

資 材 及

び 機 械

の 運 搬

に 用 い

る 車 両

の 運 行

並 び に

工 事 施

工 ヤ ー

ド の 設

置 

保全対

象種 

地表
改変
によ
る生
息地
の消
失・
縮小 

地表改
変によ
る生息
地の消
失等の
回避、
低減 

重要な種の
生息地の全
体又は一部
を回避 

重要な種の生
息環境の全体
又は一部を顔
秘 す る こ と
で、影響を回
避又は低減で
きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし

保全対

象種 

地表
改変
によ
る生
息地
の消
失・
縮小 

地表改
変によ
る生育
地の消
失等の
回避、
低減 

工事に伴う
改変区域を
できる限り
小さくする

生息環境の改
変をできる限
り小さくする
ことで、重要
な種への影響
を回避又は低
減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし

保全対

象種 

工事
に伴
う生
息環
境へ
の影
響 

工事に
伴う生
息環境
への影
響の低
減 

資材運搬等
の適切化 

車両の運行ル
ートや配車計
画を適切に行
うことにより
動物全般への
影響を低減で
きる。 

低減 a なし なし

保全対

象種 

地表
改変
によ
る生
息地
の消
失・
縮小 

地表改
変によ
る生息
地の消
失等の
回避、
低減 

重要な種の
移植 

重要な種の生
息環境や個体
への影響を代
償できる。 

代償 a あり なし

保全対

象種 

濁水

の流

入に

よる

水質

の低

下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

汚濁処理施
設及び仮設
沈砂池の設
置 

汚濁処理施設
及び仮設沈砂
池の設置によ
り汚濁水の発
生が抑えられ
ることで、魚
類等の生息環
境への影響を
低減できる。 

低減 a なし なし
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表 9-7-7(2) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の

不確実

性 

他の

環境

要素

への

影響

工
事
の
実
施 

建 設 機

械 の 稼

働、資材

及 び 機

械 の 運

搬 に 用

い る 車

両 の 運

行 並 び

に 工 事

施 工 ヤ

ー ド の

設置 

保全対

象種 

工事

等に

伴う

生息

環境

への

影響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

防 音 シ ー
ト、防音扉、
低騒音・低
振動型の建
設機械の採
用 

防音シート、

防音扉、低騒

音・低振動型

の建設機械の

採用により、

騒音、振動の

発生が抑えら

れることで、

鳥類等の生息

環境への影響

を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし

保全対

象種 

工事
等に
伴う
生息
環境
への
影響 

工事等
に伴う
生息環
境への
影響の
低減 

照明の漏れ
出しの抑制

設置する照明

は極力外部に

向けないよう

配慮すること

で、走光性の

昆虫類等への

影響を回避、

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし

保全対
象種 

工事

等に

伴う

生息

環境

への

影響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従事者
への講習・
指導 

不用意な林内

への立ち入り

やゴミ捨ての

禁止等につい

て工事従事者

に指導するこ

とで、人為的

な攪乱による

影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-8(1) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素

への

影響

工
事
の
実
施 

工 事 施

工 ヤ ー

ド の 設

置 

保 全 対

象種 

地表

改変

によ

る生

育地

の消

失・

縮小

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

重 要 な 種

の 生 育 環

境 の 全 体

又 は 一 部

を回避 

重要な種の生

育環境の全体

又は一部を回

避 す る こ と

で、影響を回

避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし

保 全 対

象種 

地表

改変

によ

る生

育地

の消

失・

縮小

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

工 事 に 伴

う 改 変 区

域 を で き

る だ け 小

さくする 

生育環境の改

変をできる限

り小さくする

ことで、重要

な種への影響

を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし

保 全 対

象種 

地表

改変

によ

る生

育地

の消

失・

縮小

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

重 要 な 種

の 生 育 環

境の創出 

重要な種の生

育環境を創出

することで、

重要な種の生

育環境を代償

できる。 

代償 a あり なし

保 全 対

象種 

地表

改変

によ

る生

育地

の消

失・

縮小

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

重 要 な 種

の移植・播

種 

重要な種を移

植・播種する

ことで、種の

消失による影

響を代償でき

る。 

代償 a あり なし
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表 9-7-8(2) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の

不確実

性 

他の

環境

要素

への

影響

工
事
の
実
施 

工 事 施

工 ヤ ー

ド の 設

置 

保 全 対

象種 

濁水

の流

入に

よる

水質

の低

下 

濁 水 の

流 入 に

よ る 影

響 の 低

減 

汚 濁 処 理

施 設 及 び

仮 設 沈 砂

池の設置 

汚濁処理施設

及び仮設沈砂

池の設置によ

り汚濁水の発

生 が 抑 え ら

れ、また、排

水の水温を下

げることで、

水辺の植物等

の生育環境へ

の影響を低減

できる。 

低減 a なし なし

保 全 対

象種 

工事

等に

伴う

生育

環境

への

影響 

工事に

伴う生

育環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導 

工事区域外へ

の不必要な立

ち入り等を制

限すること

で、踏みつけ

等による重要

な種への影響

を低減でき

る。 

低減 a なし なし

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-9(1) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響
検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素 

への

影響 

工
事
の
実
施 

建 設 機

械 の 稼

働、資材

及 び 機

械 の 運

搬 に 用

い る 車

両 の 運

行 並 び

に 工 事

施 工 ヤ

ー ド の

設置 

保 全 対

象種 

地表
改変
によ
る生
息・
生育
地の
消
失・
縮小

地 表 改
変 に よ
る生息･
生 育 地
の 消 失
等 の 回
避、低減 

重要な種
の生育・
生息地の
全体又は
一部を回
避 

重要な種の生
息・生育地の全
体又は一部を
回避すること
で、重要な種の
生育・生息地へ
の影響を回避
又は低減でき
る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保 全 対

象種 

地表

改変

によ

る生

息・

生育

地の

消

失・

縮小

地 表 改

変 に よ

る生息･

生 育 地

の 消 失

等 の 回

避、低減 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする 

重要な種の生

育・生育環境の

改変をできる

限り小さくす

ることで、重要

な種の生息・生

育地への影響

を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保 全 対

象種 

工事

等に

伴う

生息

環境

への

影響

工 事 に

伴 う 生

息 環 境

へ の 影

響 の 低

減 

資材運搬
等の適切
化 

車両の運行ル
ートや配車計
画を適切に行
うことにより
動物全般への
影響を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

保 全 対

象種 

工事

等に

伴う

生息

環境

への

影響

工 事 に

伴 う 生

息 環 境

へ の 影

響 の 低

減 

防音シー
ト、防音
扉、低騒
音・低振
動型の建
設機械の
採用 

防音シート、防
音扉、低騒音・
低振動型の建
設機械の採用
により、騒音、
振動の発生が
抑えられるこ
とで、鳥類等の
生息環境への
影響を低減で
きる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-9(2) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の

不確実

性 

他の

環境

要素 

への

影響 

工

事

の

実

施 

建 設 機

械 の 稼

働、資材

及 び 機

械 の 運

搬 に 用

い る 車

両 の 運

行 並 び

に 工 事

施 工 ヤ

ー ド の

設置 

保 全 対

象種 

地表

改変

によ

る生

育・

生息

地の

消

失・

縮小 

地 表 改

変 に よ

る生育･

生 息 地

の 消 失

等 の 回

避、低減

重要な種
の移植・
播種 

重要な種を移
植・播種する
ことで、種の
消失による影
響を代償でき
る。 

代償 a あり なし 

保 全 対

象種 

濁水

の流

入に

よる

水質

の低

下 

濁 水 の

流 入 に

よ る 影

響 の 低

減 

汚濁処理
施設及び
仮設沈砂
池の設置 

汚濁処理施設

及び仮設沈砂

池の設置によ

り汚濁水の発

生が抑えら、

また、排水の

水温を下げる

ことで、水辺

の魚類・植物

等の生息・生

育環境への影

響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

昆 虫 類

の 保 全

対象種 

工事
等に
伴う
生息
環境
への
影響 

工 事 等
に 伴 う
生 息 環
境 へ の
影 響 の
低減 

照明の漏
れ出しの
抑制 

設置する照明

は極力外部に

向けないよう

配慮すること

で、走光性の

昆虫類等への

影響を回避又

は 低 減 で き

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-7-9(3) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響
検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素 

への

影響 

工
事
の
実
施 

建 設 機

械 の 稼

働、資材

及 び 機

械 の 運

搬 に 用

い る 車

両 の 運

行 並 び

に 工 事

施 工 ヤ

ー ド の

設置 

保 全 対

象種 

工事
等に
伴う
生息
環境
への
影響

工 事 に
伴 う 生
息 環 境
へ の 影
響 の 低
減 

工事従事
者への講
習・指導 

不用意な林内

への立ち入り

やゴミ捨ての

禁止等につい

て工事従事者

に指導するこ

とで、人為的な

攪乱による影

響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-10 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【景観】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

景観 

景観等
への支
障の回
避・低
減 

改変区域

をできる

限り小さ

くする 

改変区域をでき

る限り小さくす

ることで、景観

等への影響を回

避、低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

景観等
への支
障の低
減 

構造物の

形状の配

慮 

構造物の形状の

配慮により、周

辺の自然景観と

の調和を図り、

景観等への影響

を低減できる。

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-11 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【人と自然との触れ合いの活動の場】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

工 事 施

工 ヤ ー

ド の 設

置 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

人と自
然との
触れ合
いの場
の変化
の低減

工事施工ヤ

ード外の工

事用車両の

進入禁止 

工事施工ヤー
ド以外の工事
車両の進入禁
止を徹底する
ことにより、利
用性への影響
を緩和するこ
とができる。 

低減 a なし なし 

構造物の形

式、色合い

の検討 

構造物の形式、
色合いを検討
することによ
り、快適性への
影響を緩和す
ることができ
る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 

 


